
平成１７年１０月２８日

経 済 産 業 省

特定商取引法違反の連鎖販売業者㈱エスフローラに対する

行政処分について
～違法なインターネット広告を利用した連鎖販売～

経済産業省は、１０月２８日付けで 「エスフローラ」と称する腸内細菌、

加工食品等の販売のあっせんに係る連鎖販売業を行っている株式会社エスフ

ローラ（東京都豊島区）に対し、特定商取引法の違反行為（広告表示義務違

反）を認定し、同法第３８条第１項の規定に基づき、同社の連鎖販売業に係

る業務の改善を指示する行政処分を行いました。

１．株式会社エスフローラが勧誘を行わせていた同社の会員は、インターネ

ットのホームページにおいて 「在宅ワークをご提案 「副業月収１０万、 」、

円～３０万円」などと消費者に興味を抱かせるような表示をし、興味を持

って問い合わせてきた消費者を説明会に誘い出して連鎖販売契約の締結の

勧誘を行っていました。

このように当該ホームページは、最終的には連鎖販売取引に誘引するこ

とを目的としたものであり、特定商取引法第３５条に規定する連鎖販売取

引についての広告であると認められるところ、この広告には同条に定める

以下の項目が表示されておらず、当該勧誘者は特定商取引法第３５条第１

項の規定に違反していました。

① 商品の種類、商品名

② 連鎖販売取引を行うための費用負担

③ 連鎖販売取引によって得られる利益の計算方法の概要及び利益が見

込まれる根拠

④ 勧誘者の電話番号

⑤ 統括者の名称、住所、電話番号

２．同社の勧誘者が上記１．のとおり特定商取引法に違反する広告をしてい

たことから、経済産業省は、同社が連鎖販売取引について勧誘を行わせる

会員が連鎖販売取引について広告するときは、特定商取引法第３５条の規



定を遵守させるように、同社に対し同法第３８条第１項の規定に基づき指

示（行政処分）しました。

３．同社の会員のうち相当数の者が、上記１．と類似の特定商取引法の表示

義務に反する可能性の高い多数のサイトを開設していたと認められます

が、今回の同社に対する指示により、これらのサイトの表示が特定商取引

法に則った適正なものに訂正することが義務づけられます。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



株式会社エスフローラに対する行政処分の概要

１．事業の概要

（１）事 業 者 名：株式会社エスフローラ

（２）所 在 地：東京都豊島区西池袋一丁目５番３号エルグビル３Ｆ

（但し、登記上は東京都文京区大塚六丁目３７番５号）

（３）代 表 者：代表取締役 森 幸久

（４）資 本 金：１，０００万円

（５）設 立：平成８年１２月２６日

（６）事 業 内 容：連鎖販売取引

（７）特 定 負 担：３セット（５４８，１００円）購入のコースを推奨

登録費５，０００円

（８）特 定 利 益：会員のランクによって利益率が設定されており、最下位のフロ

ーラ会員が標準小売価格の５％、その上位の普及店１５％、準

特約店２０％、特約店２５％、代理店４０％～４３％、総代理

（ ） 。店５３％～５６％の報酬が 株 エスフローラより支払われる

※上記利益率は、自分が新規入会者を直接入会させた場合のもの。

（ ） （ ）９ 売 上 高：約２億５千万円 平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日

（１０）従業 員：１４名（関連会社と兼務）

（１１）会員 数：約３２００人

２．取引の概要

株式会社エスフローラは 「エスフローラ」と称する 等を購入、 腸内細菌加工食品

して組織に加入した者が、さらに、当該商品等を購入して新たに会員となる者をあ

っせんすることにより、その組織を拡大していく連鎖販売取引を統括しているが、

この連鎖販売組織の特徴は、各会員が、手軽にかつ広範に影響を及ぼすことができ

るインターネットのホームページ等の上で広告することにより、全国的に、かつ、

面識のない者を連鎖販売取引に誘引しているところにある。

具体的には、同社の会員は、同社と最上位の会員が作成したホームページのひな

型に一定の工夫を施した上で、例えば 「誰でも簡単に自宅に居ながら出来るお仕、

」 、事の在宅ワークをご提案 等と一般消費者に興味を抱かせるような表示をした上で

同社の社名、本件商品を購入しなければならないこと等を隠匿し、さらに「副業月

収１０万円～３０万円」等と簡単に収入が得られるかのような内容のホームページ

を開設する。このホームページを見てその中の資料請求のフォームより問い合わせ

を行った者に対して、ｅメールを使用してその後の勧誘活動に利用する情報収集の

ためのアンケートを送付する等した上で、同社の説明会に誘い出し、その説明会で

商品やマーケティングプランと称するビジネスの仕組みについて説明して、連鎖販



売契約の締結について勧誘を行うものである。本格的な勧誘行為は、原則として代

理店以上の地位にある者が説明会参加者と直接対面して説明会場で行っているが、

その場に到るまでに、インターネットの特質を利用して、段階を追って説明会まで

誘導している。

３．行政処分の内容

株式会社エスフローラに対し、同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売

取引について勧誘を行わせる者（以下「勧誘者」という ）がその連鎖販売取引に。

ついて広告をするときは、勧誘者に以下の各事項を遵守させることを指示した。

① 特定商取引法第３５条第１項第１号に定める事項（商品の種類）を表示するこ

と

② 同法第３５条第１項第２号に定める事項（特定負担）を、特定商取引に関する

法律施行規則（昭和５１年通商産業省令第８９号。以下「特定商取引法施行規

則」という ）第２６条第１項に定めるところにより表示すること。

③ その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、同法第３５条第１

項第３号に定める事項（特定利益の計算方法）を、特定商取引法施行規則第２

６条第２項に定めるところにより表示すること

④ 同法第３５条第１項第４号に基づく特定商取引法施行規則第２５条第１項第１

号から第３号に定める事項（広告者の氏名並びに統括者の名称、住所及び電話

番号等）を表示すること

４．行政処分の原因となる事実

（別添のホームページの写しを参照）



（別添）



※１ 仕事の内容が記されているが、
①特定商取引法第３５条第１項第１号に定
める、「商品の種類」が表示されていない。

②同項第２号に定める、「当該連鎖販売取
引に係る特定負担」について、特定商取引
法施行規則第２６条第１項に定めるところの
表示がない。

③特定商取引法施行規則第２５条第１項第
３号に定める「商品名」 の表示がされてい
ない。

※１

※２

※２ 特定利益の指標となる表示をしてい
ると認められるが、
特定商取引法第３５条第１項第３号に定
める「その連鎖販売業に係る特定利益の
計算方法」、すなわち、特定商取引法施
行規則第２６条第２項に定める
・特定利益の計算の方法の概要
・特定利益の見込みについて正確に理
解できるような根拠又は説明等
が表示がされていない。







勧誘者の情報が表示がされているが、特
定商取引法施行規則第２５条第１項第１
号に定める「広告をする勧誘者の電話番
号」、同項第３号に定める「その連鎖販売
業に係る統括者の氏名・名称、住所、電
話番号」の表示がない 。








